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外装工事全般:マンション・住宅の外壁塗装・防水・コーキング等
内装工事全般:壁天井の張替え・床板の張替え等 気軽にお声がけください

株式会社ひだか　日高市鹿山223-4
☎042-980-5106 携帯090-2222-6369

▲マイナちゃん

マイナンバーカードの出張申請受け付けを行っています

問い合わせ　市民課市民担当（１階②番窓口）

お知らせ

家族のためのメンタルヘルス講座　～精神科への受診の仕方～

問い合わせ　障がい福祉課障がい福祉担当

イベント

　マイナンバーカードを取得していない市民を対象に、市職員が写真撮影や、申請書類作成のお手伝いに伺いま
す。作成費用は無料です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
出張先の例
　福祉施設・介護施設・病院・会社・サークル活動場所・
友達同士の集まり・個人宅（窓口に来庁することが困難
な高齢者や障がい者の人）　等
申し込み
　 午前９時から午後５時まで（土・日曜日、祝日を除く）
に電話で担当へ。

※申込時に打ち合わせします。
利用時間
　午前10時から午後４時まで（土・日曜日、祝日を除く）
カードの受け取り方法
　 本人限定受取郵便（申請時に書類の不備等があった場
合は市役所で受け取りになります）

※施設等に入所中で、住所変更していない人は施設等
宛に郵送することもできます。
申し込み条件（次の全てを満たす人）
① 初めてマイナンバーカードを作成する（申請者本人が
立ち会えること）

② マイナンバーカードが出来上がった後、市職員が暗
証番号を入力することに了承している（顔認証マイナ
ンバーカードを希望する人を除く）

③ 申請者が本人限定受取郵便で受け取れる（転送手続き
をしていない等。施設等に郵送の場合を除く）

④ 通知カード、住基カード（お持ちの人）を受付時に回
収することに同意している

⑤机、椅子を準備できる
※条件が合わない場合はご相談ください。

顔認証マイナンバーカードとは
〇 マイナンバーカードを健康保険証として利
用したいが暗証番号の管理が不安。

〇 写真付きの身分証明書としては使用したい
が暗証番号の設定はしたくない。

　このような人が安心してカードを取得し、
利用できるよう、本人確認方法を顔認証また
は目視に限定し、暗証番号の設定を不要とし
たマイナンバーカードです。

用意するもの
① 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申
請書（お持ちの人）

②本人確認書類（詳しくは、申込時に確認します）
③通知カード、住基カード（お持ちの人）
④ マイナンバーカードに設定する６字以上16字
以内の暗証番号（アルファベット大文字と数字
の組み合わせ）、４桁の暗証番号（数字のみ）を
考えてきてください（顔認証マイナンバーカー
ドを希望する人を除く）。

　精神科の役割を知り、正しく理解することで、家族ができることを学びましょう。
日時　12月5日（木）　午後２時～３時30分
場 所　MORO　HAPPINESS館（毛呂山町毛呂本郷1006）
対  象　日高市・坂戸市・越生町・鳩山町・毛呂山町に在住で精
神に障がいのあるご家族がいる人

人数　20人（申し込み順）

講師　福島雄大さん
費用　無料
申 し込み　12月２日（月）までに、電話で
地域活動支援センターのぞみへ

　☎049－276－2088

　出張申請以外にも担当窓口
または各出張所にて、マイナン
バーカード申請補助サービス
（無料）を実施しています。
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広 告 建勝 ☎ 0 4 2 - 9 8 0 - 5 8 7 1
https://kenkatsu2013.com

～ 外 構・ エ ク ス テ リ ア で 住 ま い を 彩 る ～
外構工事・カーポート・フェンス・ウッドデッキ

日時　12月７日（土）
　 午後１時開場、１時30分～３時30分
場所　高萩公民館
※駐車場が満車の場合は、旧高萩公民館跡地
に駐車してください。
人数　100人（先着順）
講 師　一般社団法人ヤングケアラー協会代表理事
費用　無料
申し込み　不要（直接会場へ）
※講演の手話通訳があります。
問い合わせ　生涯学習課生涯学習担当

　12月の人権週間
に合わせて、人権
尊重の理念につい
て理解を深めてい
ただくための人権
パネル展を開催し
ます。この機会に
「人権」について改めて考えてみませんか。
日時　12月５日（木）～９日（月）
※７日（土）を除きます。
　午前10時～午後４時
場所　総合福祉センター「高麗の郷」
問い合わせ
　総務課人権推進・市民活動担当

　世界人権宣言を採択した12月10日までの１週間は人権週間です。今もなお、差別的な言動やインターネット
上での差別的な書き込み、いじめなど、さまざまな人権侵害が発生しています。そうしたことを背景に、平成
28年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消
に向けた取り組みの推進に関する法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」が制定されています。また、令
和４年７月には「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました。

令和６年度日高市人権啓発講演会 人権パネル展

人権週間 12月10日は人権デー12月４日から12月10日まで

問い合わせ　政策秘書課秘書担当

10月１日（日高市民の日）、日高市定例表彰式を行いましたお知らせ

　広く市民の模範となるべき功績のあった個人および団体を本年度は18人表彰しました。受賞された皆さんを
紹介します。（順不同・敬称略）

公平委員会委員
　横手幸江
元都市計画審議会委員
　宮﨑正

学校医
　前田晃宏
学校薬剤師
　梶谷亮

自治功労

保健衛生功労

消防功労 社会福祉功労
消防団員
　八島秀友
　中村博之
　杉田義典
　昇哲也
　金野和之
　新野克
　後藤裕介
　平正輝
　伊藤孝

民生委員・児童委員
　横手幸江
　鈴木敏男
　金子まさ子
　倉本信代
　小泉敬子（主任児童委員）

　人権問題への正しい理解と認識を深め、差別や偏見のない明
るい社会を実現するため、人権啓発講演会を開催します。本年
度のテーマは、「ヤングケアラー」です。ぜひ、ご参加ください。
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